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１章
所得捕捉調査手法の紹介

さいたま市ＰＲキャラクター
つなが竜 ヌゥ
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調査手法の紹介①

◎手法

法人市民税の申告から、さいたま市に在住している可能性がある従業員がおり、かつ
給与支払報告書を提出していない事業所に対し、地方税法第２９８条（質問検査権）に
基づき、給与支払報告書等の提出を依頼する手法である。

•他の調査に比べ費用対効果が高い。
•対象事業所が明確なため、苦情を受けない。メリット

•対象事業所数が少なく、年度により、調定額に差がある。
•過年度分の課税更正により納税義務者の負担感は増大する。デメリット

◎効果

抽出時間や、調査時間に対し、過分に労力を割くことなく、所得が捕捉可能である。
法人市民税の申告書を参考に調査を行えるため、情報に信憑性があり、事業所への
説明が容易である。

年度
法人市民税
申告書

事業所数 対象者数 課税者数
個人市民税
調定額

H２７年度 26,296件 25事業所 233人 78人 6,947千円
H２６年度 30,198件 22事業所 506人 195人 9,867千円

年度
個人市民税
納税義務者数

H２７年度 612,403人

H２６年度 603,476人
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A会社経理

スキーム図①

①法人市民税申告書提出

法人市民税申告書

総従業員数１００人
市内従業員 ２５人

A会社 代表取締役
○○ ○○

給報

さいたま市

②市内従業員数の
記載有無を確認し、
個人住民税担当へ
情報提供（７月）

個人市民税担当

③給与支払報告書の
提出が無いことを確認（８月）

④照会文を送付し、給与支払
報告書の提出があれば変更
通知書を送付。（９月）

〈徴収区分：特別徴収〉

〈徴収区分：普通徴収〉

A会社

税額通知書
１０月課税

納税通知書
３・４期課税

納税義務者

市から変更通知書
が届くことを事前に
説明してもらう

法人市民税担当

照会
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調査手法の紹介②

◎手法

前年に提出された市民税・県民税申告書において、源泉徴収票のみ添付され、控除
等の申告が無い場合に、源泉徴収票記載の給与支払者に総括表を発送する。

•給与支払報告書の提出について促せる。(法令遵守)
•他の従業員の所得が捕捉可能となる。

メリット

•給与収入がある市民税県民税申告書をシステムで抽出後、目検で
源泉徴収票の添付について確認する必要がある。デメリット

◎効果

総括表を発送することで給与支払報告書の提出を促し、他の従業員の所得が捕捉
可能となり、更なる税収確保に資する。

年度 対象市民税
申告書数

事業所数 対象者数 課税者数
個人市民税
調定額

H２７年度 1,094枚 264事業所 788人 475人 39,378千円

H２６年度 709枚 120事業所 139人 120人 16,069千円
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納税義務者

スキーム図②

①市民税・県民税申告書
提出（２・３月）

市民税・県民税申告書

さいたま市
②受理後、システム
で給与収入がある、
申告者を抽出（７月）

③職員が目検で源泉徴収
票添付の市民税・県民税申
告書を確認（８・９月）

〈翌年度〉

総括票

源泉徴収票
添付

個人市民税担当④源泉徴収票記載の
給与支払者に総括表
送付（１２月）

さいたま市

給与支払
報告書

⑤翌年度給与支払報告書を
受理する。（翌年１月）

給与支払者
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２章
マイナンバーを利用した
所得捕捉手法の紹介

さいたま市ＰＲキャラクター
つなが竜 ヌゥ
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マイナンバーを用いた所得捕捉

マイナンバーの導入により、従来課題であった「不明返戻」「未申告
者」「法定資料のアンマッチ」についてマイナンバーによる名寄せによ
り、全て網羅的に解決することが可能となる。

課
題

不明返戻 未申告者

法定資料の

アンマッチ

マイナンバーによる名寄せ

法定
資料

未申
告者

不明
返戻
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マイナンバーを用いた所得捕捉

マイナンバーの取得

不明返戻者の住基地の捕捉

（住基ネット）

未申告者の所得捕捉

（情報連携ネットワーク）

法定資料の名寄せ

公平・公正

適正な課税の実現

更にマイナンバーを基に、情報連携ネットワークにより住基地に照
会することにより「未申告者」の捕捉が可能となり、「法定資料の名寄
せ」と併せ、より所得の捕捉が可能となる。

マイナンバーの取得により、住基ネットを用いた「住基地の捕捉」が
可能となり、「不明返戻者」が減少する。

8





マイナンバーを用いた新たな手法

◎手法

法定資料の個人番号・法人番号を用いて名寄せを行い、源泉徴収票と
給与支払報告書を突合し、給与支払報告書の提出がない事業所に対し、
照会を行う。

◎効果

現在はデータ化された源泉徴収票が、国税連携により取得できるが、突合キー
がカナ・氏名のみであり、著しく効率が悪く、調査を行っていない。

平成２９年度からは個人番号を用いて名寄せを行えることから、該当者の捕捉が
簡易である。また事業所についても法人番号を用いて名寄せを行い、他の従業員
についての所得も捕捉可能となる。

◎課題

現時点で８０万件以上給与支払報告書を受理しているが、国税で連携される源
泉徴収票は僅か１万件程度であり、現在所管税務署に問合中である。

また、今後「収支内訳書」の「給与賃金の内訳」にマイナンバーの記載があれば
更なる所得捕捉が可能となると考えられる。
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スキーム図

②源泉徴収票があり、かつ
給与支払報告書の提出が
無い者を抽出（８月）

③法人番号を基に対象
事業所を抽出（９月）給与支払者

さいたま市

①マイナンバーによる
名寄せ（７月）

給与支払者 国税当局

突
合

源泉徴収票

個人番号
法人番号

源泉徴収票

個人番号
法人番号

Ａの所得を②で補足
Ｂ・Ｃ所得調査を④で行う

Ａ Ｂ Ｃ

給与支払者

従業員
文書照会

給報提出

④文書照会を行い、給
与支払報告書の提出を
促す。（１０月）

個人市民税担当

個人市民税担当
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